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お
し
ら
せ

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N

10

募集種目 
及び
試験日（１次試験）

一般曹候補生　９月18日（土）
航空学生　　　９月20日（月）
自衛官候補生（任期制自衛官）随時

受験資格
18歳以上33歳未満の方
※航空自衛隊学生は高卒（見込者含む）21歳未満の方
※海上自衛隊学生は高卒（見込者含む）23歳未満の方

受付期間
一般曹候補生　７月１日～９月６日
航空学生　　　７月１日～９月９日
自衛官候補生（任期制自衛官）随時

その他防衛医科大学校生、防衛大学校生も募集しています。
待遇など詳しくは、自衛隊米子地域事務所までお問い合わせください。

　
令
和
３
年
度
、
陸
、
海
、
空
自
衛
官
の
採
用
制
度
や
待
遇
に
つ

い
て
の
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。
自
衛
隊
に
興
味
の
あ
る
方
、
受

験
を
希
望
す
る
方
な
ど
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
込
み
、
参
加
費
は
不
要
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
中
止
す
る
場
合
は
自
衛
隊
鳥
取
地
方
協

力
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問い合わせ先 健康対策課 健康増進室　TEL 0859-68-5536

問い合わせ先 自衛隊米子地域事務所　TEL 0859-33-2440／総務課　TEL 0859-68-3111

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
特
別
医
療
費
受
給
資
格
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

有
効
期
限
が
6
月
30
日
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
更
新
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
現
在
受
給
資
格
証
を
持
っ
て
い
な
い
方
で
も
、
次
の
要
件

を
全
て
満
た
す
方
は
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受給資格要件（次の２つの要件を満たす人）

１．ひとり親家庭で、18歳に達する年度末までの子（平成15年４月２日
以降生まれの子）を扶養している人

２．令和２年分所得税が非課税の世帯
（16歳未満の扶養親族がいる場合は、扶養控除があると仮計算した結果で
判定）

申請（更新）に必要なもの
①健康保険証　②認印　③特別医療費受給資格証（持っている方のみ）

令和３年１月２日以降に伯耆町に転入した方のみ
④前住所地が発行する令和３年度（令和２年中）所得課税証明書（所得

と控除の内訳が分かるもの）

申請（更新）窓口
健康対策課 、　
分庁総合窓口課

◆令和３年度　自衛官等募集日程

とき ところ

７月11日（日）10：00～12：00 岸本公民館２Ｆ　第２会議室

◆自衛隊制度説明会

ひ
と
り
親
家
庭
の

特
別
医
療
費
受
給
資
格
証　
　
　
　
更
新
手
続
き

上記に該当されないひとり親家庭の方で、児童扶養手当
の所得制限未満の方は、伯耆町医療費助成制度に該当す
る場合がありますので、担当課までお問い合わせください。

～上記要件に該当しなかった方へ～

　
平
日
の
開
庁
時
間
内
に
手
続
き
が
困
難
な

方
を
対
象
に
休
日
・
時
間
外
申
請
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。
申
請
に
必
要
な
顔
写
真
の
無
料

撮
影
が
で
き
、
申
請
し
た
カ
ー
ド
を
後
日
郵

便
で
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
・
時
間
外
申
請

　
　
（
交
付
）窓
口

とき ところ

①７月14日（水）17：00～19：30
②７月31日（土） 9：00～12：00

住民課

予約方法
開設日の１週間前までに電話でお申込みください。

その他
申請に必要なものは、予約された方へ個別にご案内します。

予約・問い合わせ先 住民課　TEL 0859-68-3115
要
予
約

自
衛
官
等
募
集
に
関
わ
る
制
度
説
明
会


